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定 例 教 育 委 員 会 会 議 録

２０２５（令和７）年５月２７日定例教育委員会が、一宮市役所本庁舎６階特別会議室に

招集された。

１ 定例教育委員会議案案件

第１９号議案 一宮市教育委員会事務点検評価員の委嘱について 

第２０号議案 一宮市学校教育推進会議委員の委嘱について 

第２１号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用について 

第２２号議案 ６月補正予算の要求について 

２ 出席委員

高橋教育長 五藤委員 髙橋委員 青山委員 川松委員 武藤委員 吉田委員

３ 欠席委員

無

４ 一宮市教育委員会会議規則第１５条の規定により出席したものの職氏名

森教育部長 平野教育部次長 谷口総務課長 尾関学校教育課長 岸上学校給食課長 

墓越生涯学習課長

５ 同上規則第１７条の規定により書記として出席したものの職氏名

伊藤総務課専任課長 平山総務課課長補佐 岩田総務課主任

６ 傍聴者

１名

会 議 て ん 末

高橋教育長（午後１時３０分着席、開会を宣言）

ただ今から、５月の定例教育委員会を開催いたします。本日の会議録署名者を髙橋委員

と青山委員のお二人にお願いいたします。それでは、４月の定例教育委員会の会議録が

お手元に渡っていると思いますが、これについて何かございませんか。

各委員

異議ありません。

高橋教育長

ご異議がないようでございますので、４月の定例教育委員会の会議録について承認いた

します。それでは本日の議案の審議に入ります。第１９号議案 一宮市教育委員会事務

点検評価員の委嘱について、ご説明をお願いします。

谷口総務課長 

第１９号議案 一宮市教育委員会事務点検評価員の委嘱について、別紙案を添えて教育

委員会の審議に付するものであります。提案理由は、地方教育行政の組織及び運営に関
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する法律第２６条に定める、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況につ

いての点検及び評価を行うにあたり、一宮市教育委員会事務点検評価員を委嘱するため、

本案を提出するものです。（別紙（案）に基づいて説明）よろしくご審議をお願いいたし

ます。 

高橋教育長 

何かございませんか。 

委員 

  今年度は２名の方が新任ですが、職務の継続性について問題はないのでしょうか。 

谷口総務課長 

  事務点検評価は、その年に点検する事業の内容をまとめた報告書を委員に提出し、それ

に対して講評をいただくものです。そのため、業務の引継ぎはなく、職務の継続性につ

いては問題ないと考えています。 

委員 

  新任の２名は、大学でどのようなことを教えている方でしょうか。 

谷口総務課長 

一人目は、教育学の修士号を取得されており、現在は修文大学短期大学部の教授で、幼

児教育学科の学科長でもあります。教育制度論などの授業を担当しており、一宮市では

２０２１年度に市民大学公開講座の講師も務められました。 

二人目は、社会基盤の分野で博士号を取得されており、現在は椙山女学園大学の教授で、

人間共生学部人間共生学科にて教育哲学を教えられています。ジェンダーの観点から教

育に関する研究をされており、一宮市では昨年度から男女共同参画推進懇話会の委員を

務められています。 

委員 

前任の方は何年間評価員をされたのでしょうか。また、継続して評価員をされている方

が今年度で９年目になりますが、この方の交代の考えはあるのでしょうか。 

谷口総務課長 

  前任の２名の方々には２００８年度から２０２４年度まで１７年間評価員を務めていた

だきました。事務点検評価では教育委員会が実施している事務事業を４年に分けて順番

に評価しており、今年度は４年の最初の年にあたります。４年目が終了すると当該委員

の年数も１２年になりますので、交代についてはその時に一度検討したいと考えていま

す。 

高橋教育長 

他に何かございませんか。 

各委員 

賛成いたします。 

高橋教育長 

全員賛成ですので、第１９号議案 一宮市教育委員会事務点検評価員の委嘱について原

案どおり可決いたします。続きまして、第２０号議案 一宮市学校教育推進会議委員の

委嘱について、ご説明をお願いします。 

尾関学校教育課長 

第２０号議案 一宮市学校教育推進会議委員の委嘱について、別紙案を添えて教育委員
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会の審議に付するものでございます。提案理由は、一宮市における教育のあり方につい

ての提言を受けるため、一宮市学校教育推進会議設置要綱第３条の規定により、本案を

提出するものです。（別紙（案）に基づいて説明）よろしくご審議をお願いいたします。 

高橋教育長 

  何かございませんか。 

委員 

  新任の方で保護者会長の方がいますが、今年度会長になられた方でしょうか。 

尾関学校教育課長 

  議案に記載の内容は現在の役職です。なお、保護者会長の委員の方は毎年交代になりま

す。 

委員 

  学校教育推進会議ではどのような内容を審議されているのですか。また、結果が教育行

政にどのように活かされているのでしょうか。 

尾関学校教育課長 

  学校教育推進会議を開催する前に、小委員会を開いて議題を検討しています。昨年度は

「教育ＤＸ」、「ウェルビーイングの実現」、「学校の魅力あふれる特色づくり」等で意見

をいただき、推進会議の議案としました。推進会議の結果については、日々の授業で活

かせるように学校へ共有しています。 

高橋教育長 

  一宮市の教育活動をどう進めるのかについては、学校教育推進プランを３年に１度見直

しながら学校現場に近い目標づくりをしています。推進会議の委員には、実際の学校現

場を見ていただきながらご意見をいただいています。 

委員 

  学識経験者３名の専門分野は教育学なのでしょうか。 

尾関学校教育課長 

  ２名は教育学が専門です。１名は工学が専門ですが、一宮市在住ということで教育とは

違った視点で身近なところからご意見をいただいています。 

委員 

  新任の方ではありませんが、元一宮市新成人代表の方や一宮市総合政策部長などは今後

交代する予定はありますか。また、４月１日から今日まで委嘱期間に空白の部分ができ

てしまいますがこれでよかったでしょうか。 

尾関学校教育課長 

  今年度は再任ですが固定するつもりはなく、今後変わる予定です。ただし、一宮市総合

政策部長のところは行政の代表ということで、今後もどなたか行政の方に就任していた

だくことになります。委嘱期間については本日の定例教育委員会でお認めいただいた後、

７月に開催する第１回学校教育推進会議に向けて準備しますので問題ないと考えていま

す。 

委員 

  委員の方は実際の学校現場を見て意見するというお話がありましたが、委員は全員学校

に行かれるのですか。 

高橋教育長 
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  毎年ではありませんが、数年に 1 回程度、学校を会場にして会議を開催しており、その

時には全ての委員の方に学校現場を見ていただいています。 

委員 

  スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの方は、他の方に交代することは

ありますか。 

尾関学校教育課長 

  学識経験者も含めて年数が長い方については今後交代を検討することも必要になると考

えています。 

高橋教育長 

他に何かございませんか。 

各委員 

賛成いたします。 

高橋教育長 

全員賛成ですので、第２０号議案 一宮市学校教育推進会議委員の委嘱について原案ど

おり可決いたします。続きまして、第２１号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用に

ついて、ご説明をお願いします。 

谷口総務課長 

受付番号第９号について後援内容説明。 

高橋教育長 

  何かございませんか。 

委員 

  開催場所は、体験会のためだけの利用でしょうか。 

谷口総務課長 

  体験会の開催規模に合わせてこの会場を借りたとのことです。 

委員 

  １回の体験会に４０名の子どもが参加されるとのことですが、指導者は何名いらっしゃ

るのでしょうか。 

谷口総務課長 

  １回の体験会に２名の指導者がつきます。募集人数は４０名となっていますが、実際の

参加者はそこまで見込んでおらず、１人の指導者が１０名程度の子どもをサポートする

想定です。 

委員 

  開催場所は普段の教室の場所とは別で借りたのでしょうか。 

谷口総務課長 

  今回の体験会の開催は借りた場所ですが、普段の教室は名古屋市内をはじめ県内６か所

の会場で行っています。 

委員 

  不慮の事故に備えて、ＡＥＤの場所などを事前に確認するようにしていただきたいです。 

谷口総務課長 

  施設内に設備があるかの確認も含めて、実施団体にはその旨を伝えます。 

委員 
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  アクロバット体験ということで、１０名の子どもに対して１名の指導者の想定であれば、

募集人数を１回あたり２０名に絞るか、参加者が増えるようなら指導者を増やす対応を

していただきたいと思います。経験がない子供たちも参加され、会場も普段から使用し

ている場所ではないということですので、安全面には十分配慮したうえで実施するよう

に伝えてください。 

谷口総務課長 

  承知しました。 

高橋教育長 

他に何かございませんか。 

各委員 

賛成いたします。 

高橋教育長

全員賛成ですので、第２１号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用について、原案ど

おり可決いたします。続きまして第２２号議案 ６月補正予算の要求については、秘密

会として審議したいと思いますが、いかがでしょうか。 

各委員 

承認いたします。 

秘密会による審議（原案どおり可決） 

高橋教育長

以上をもちまして秘密会を終了し、本日の審議を終わります。次に報告事項をお願いい

たします。 

報 告 事 項 

谷口総務課長 

一宮市教育委員会後援名義の使用許可について 

そ の 他 

谷口総務課長 

  ６月・７月・８月の定例教育委員会の日程について、愛知県市町村教育委員会連合会総

会・研修会の日程について、総合教育会議について

閉 会 宣 言 

高橋教育長 

  これをもちまして、本日の会議を終わります。 
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以上、会議のてん末を記録し、相違ないことを証するため、ここに署名する。 

教 育 長 

委   員 

委   員 


